
 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金交付要綱 

                                                                

（趣旨） 

第１条 県では、建設業者等の新分野進出を促進するため、新分野進出を果たした

建設業者等の新分野事業での事業拡張及び販路開拓等に要する経費について、平

成２０年度予算の範囲内において、当該建設業者等に対し、青森県建設業者等新

分野事業拡大支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県

規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）建設業者等 次に掲げるものをいう。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者

で主たる営業所を青森県内に有する者 

イ 新分野進出を目的とする法人で、アに該当する者が出資、役職員の派遣等

によりその設立又は運営等に関し主体的に関与すると認められるもの 

 

（２）新分野進出 建設業者等が日本標準産業分類において建設業以外の大分類の

業種区分の事業（土木建築サービス業に属する事業及び風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定に基づく規

制の対象とされる事業を除く。）へ進出することをいう。 

 

（補助対象事業） 

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、下記に該

当する事業の拡張又は販路拡大に資する事業とする。 

（１）平成１６年度から平成１９年度までの間に青森県が実施した「建設

産業再生・活性化促進事業」を活用した事業 

（２）その他新分野進出に該当すると知事が認める事業 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は別表

のとおりとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の３分の１に相当する額又は２００万円のいずれ

か低い額以内の額とする。 

 

 



 

 

（申請書等） 

第５条 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付すべき書類は、

次の表のとおりとする。 

書類 様式 部数 

補助事業計画書 第２号様式 正本１部 

収支予算書 第３号様式 正本１部 

第２条第１号のアの建設業者の建設業許可通知書の

写し 

－ １部 

貸借対照表及び損益計算書 － １部 

その他知事が必要と認める書類 － １部 

３ 補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税額及び地方

消費税額に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して

交付申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分の変更（各経費区分間のそれぞれの経費の３０

パーセント以内の変更を除く。）、補助事業の内容の変更（補助目的の範囲内

で行う事業計画の細部の変更を除く。）又は事業主体を変更する場合において、

変更承認申請書（第４号様式）により知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、中止（廃止）承認申請書（第

５号様式）により知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、補助事業の遂行が困難となった

場合等において、速やかにその旨を遅延等届出書（第６号様式）により知事に

報告してその指示を受けること。 

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明ら

かにする書類、帳簿等を備え付け、これらを平成２０年４月１日から５年間保

管しておくこと。 

（５）補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意を

もって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な

運用を図ること。 



 

 

（６）補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳（第

７号様式）その他関係書類を第１２条に規定する期間整備保管すること。 

（７）規則第１９条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことによ

り収入があった場合において、知事の定めるところにより、その収入の全部又

は一部を県に納付すること。 

（８）知事は、補助事業の成果が、県内における建設業者等の新分野進出を促進す

る効果があると認めるときは、当該成果を発表することができること。 

 

（申請の取下げの期日） 

第７条  規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補

助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。 

 

（補助金の請求） 

第９条 補助金の請求は、補助金請求書（第８号様式）を知事に提出して行うもの

とする。 

 

（状況報告） 

第１０条 規則第１０条の規定による報告は、平成２０年１１月３０日現在の状況

を記載した補助事業状況報告書（第９号様式）を平成２０年１２月１０日までに提

出して行うものとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条の規定による報告は、実績報告書（第１０号様式）により

行うものとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の表のとおりとする。 

書類 様式 部数 

補助事業報告書 第１１号様式 正本１部 

収支決算書 第３号様式 正本１部 

補助対象経費に係る支払証拠書類の写し － １部 

その他知事が必要と認める書類 － １部 

３ 第１項の実績報告を行うに当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が

明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告するものとする。 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第１２条 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、



 

 

１件当たりの取得価格又は効用の増加価額が５０万円以上の構築物、工具、器具

及び備品並びに機械及び装置とする。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１３条 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（昭和５３年

通商産業省告示第３６０号）別表第１項に準ずるものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税等仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報

告書（第１２号様式）を提出するものとする。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除額の全部又は一

部について、その返還を請求するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年度分の補助金から適用する。 



 

 

別表（第４条関係） 

 

 

経 費 区 分 内     容 

施設整備、改修費 事業の実施に直接必要な施設等の整備、改修に要する

経費 

機械装置、工具器具、備

品費 

 事業の実施に直接必要な機械装置、工具器具又は備品（耐

用年数１年未満のものを除く。）の購入、試作、改良、据付

け、借用又は修繕に要する経費 

原材料、消耗品費 事業の実施に直接必要な原材料、副材料及び消耗品の

購入に要する経費 

販路拡大費 展示会出展経費、商談会参加経費、宣伝経費 

調査・分析費 専門家謝金、打合せ等の旅費及び調査・分析等に要す

る経費（委託に関する経費も含む。） 

試作費 加工品等の試作に要する経費 

その他の経費 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経

費 

 



 

 

第１号様式（第５条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

申請者 
氏 名（名称及び代表者氏名）     印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金交付申請書 

 

 平成２０年度において実施する建設業者等新分野事業拡大支援事業について、補

助金の交付を受けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則第３条第１項の規

定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 

 (1) 補助事業に要する経費              円 

 

 (2) 補助金交付申請額                円 

 

３ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  補助事業の内容       別紙補助事業計画書（第２号様式）のとおり 

補助事業に要する経費の配分 別紙収支予算書（第３号様式）のとおり 

 

４ 補助事業完了予定年月日  平成  年  月  日 



 

 

第２号様式（第５条関係） 

補 助 事 業 計 画 書 

 

１ 事業内容 

名 称： 資本金：     千円 

代表者： (出資金) 

住 所： 従業員：      人 
申請者 

電 話：  

実施計画名 
(具体的内容が分かる計画名を記載) 

 

 

 

 

現在の事業概

要 

 

実施担当者(部門)           

 

 

 

 

 

 

 

具体的 

事業内容 

 

開始予定  平成  年  月  日 補助事業の実施

日程 完了予定  平成  年  月  日 

委託機関、企業名： 

委託内容： 外部への委託 

 

 

 

委嘱する技術者 

又は専門家の氏 

名及び職業  

 

注 上記事項を簡潔かつ具体的に記載すること、必要に応じ既存参考資料を添付引用して差し支

えない。 



 

 

２ 事業費の積算明細                                                       （単位：円） 

経費区分 積算内容 事業費 補助対象経費 

施設整備、改修費     

機械装置、工具器具、備品費     

原材料、消耗品費     

販路拡大費     

調査・分析費     

試作費     

その他の経費     

            合 計    

 

注１ 事業費には、消費税及び地方消費税(消費税等)を含めた額とすること。 

２ 経費区分には、別表の補助対象経費の経費区分と一致する経費のみを記入すること。 

３ 積算内容には、具体的に記載すること(単価×数量等などの算出根拠)。 

４ 積算の根拠となる資料（見積書等）の写しを提出すること。 

 



 

 

第３号様式（第５条及び第１１条関係） 

 

収 支 予 算（決 算）書 

 

 

（収入） 

（単位：円） 

（比較） 
区 分 予算額 （決算額） 

増 減 
備考 

県補助金      

自己負担金      

その他の収入      

計      

 

 

（支出） 

（単位：円） 

（比較） 
区 分 予算額 （決算額） 

増 減 
備考 

青森県建設業

者等新分野事

業拡大支援事

業 

     

 



 

 

第４号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業変更承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた建設業者等新分野事業拡大支援事業について、下記のとおり変更したいの

で、平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金交付要綱第６条

第１号の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

注 補助事業計画書及び収支予算書を添付し、事業内容については変更箇所に下線

を引くとともに、事業費の積算明細及び収支予算書については、変更前の額を上

段に（ ）書きし、変更後の額を下段に記載すること。 

 



 

 

第５号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業 

中止（廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた建設業者等新分野事業拡大支援事業について、下記のとおり中止（廃止）

したいので、平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金交付要

綱第６条第２号の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 



 

 

第６号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業遅延等届出書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた建設業者等新分野事業拡大支援事業について、平成２０年度青森県建設業

者等新分野事業拡大支援事業補助金交付要綱第６条第３号の規定により下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

 

１ ・予定の期間内に完了しない 

・補助事業の遂行が困難 

・その他（         ） 

 

２ 状況報告 

 

 

３ 今後の対応について 

 



 

 

第７号様式（第６条関係） 

 

 

財産管理台帳（平成２０年度） 

 

 

     区分 

財産名 
規格 数量 単 価 金 額 

取 得

年月日 
保管場所 備考 

   円 円    

 

 

注１ 対象となる財産は、１件当たりの取得価格又は効用の増加価額が５０万円以上の構築物、

工具、器具及び備品並びに機械及び装置とする。 

２ 数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。ただし、単価が異なる場合

は区分して記載すること。



 

 

第８号様式（第９条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金請求書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金として、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額  金             円 

 

 

 

２ 振込先  金融機関名、支店名 

       預金種別及び口座番号 

       口座名義 

 

 

 



 

 

第９号様式（第１０条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業状況報告書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた建設業者等新分野事業拡大支援事業の状況について、青森県補助金等の交

付に関する規則第１０条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の遂行状況 

 （交付申請書の補助事業計画書と対応させて、事業の経過及び今後の計画を簡明

に記載すること。なお、計画に比べて遅延がある場合には、その理由も記載するこ

と。） 

 

２ 補助対象経費の支出状況（平成２０年１１月３０日現在） 

経費区

分 

 

 

種別 

 

 

仕様 

 

 

単位 

 

 

数量 

 

 

単価

（円） 

 

 

金額

（円） 

 

 

発注

年月

日 

 

 

入手

年月

日 

 

 

支払年

月日 

 

 

補助金

充当額 

 

 

支払先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計            

 

 

 

 

 



 

 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた建設業者等新分野事業拡大支援事業を完了（廃止）したので、青森県補助

金等の交付に関する規則第１２条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報

告します。 

 

記 

 

１ 補助金額  金            円 

 

（注）次の算式を明記すること。 

   補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 

 

２ 補助事業完了年月日   平成  年  月  日 

 

３ 添付書類 

（１）補助事業報告書（第１０号様式） 

（２）収支決算書（第３号様式） 

（３）補助対象経費に係る支払証拠書類の写し 

（４）その他 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１１号様式（第１１条関係） 

 

補 助 事 業 報 告 書 

１ 事業経過 

実施計画名 
 

 

 

 

補助後の事業

概要 

 

実施担当者(部門)           

 

 

 

 

事業の実績 

 

開始  平成  年  月  日 
事業の実施日程 

完了  平成  年  月  日 

委託機関、企業名： 

委託内容： 

外部への委託 

 

委嘱した技術者  

又は専門家の氏  

名及び職業  

成果の従業員又  

は組合員への指  

導・研修  

 



 

 

２ 事業費の支出明細                                                       （単位：円） 

経費区分 積算内容 事業費 補助対象経費 

施設整備、改修費     

機械装置、工具器具、備品費     

原材料、消耗品費     

販路拡大費     

調査・分析費     

試作費     

その他の経費     

            合 計    

 

注１ 支出額は、消費税及び地方消費税(消費税等)を含めた額とすること。 

２ 経費区分は、別表の補助対象経費の経費区分と一致する経費のみを記入すること。 

３ 支払証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書、振込依頼書、契約書（又は請書）、

保証書（新品の機器等の場合）等）の写しを提出すること。 

４ 人件費については、人件費算定説明資料（時間給積算等）及び支出が確認できる根拠資

料（給与明細書、給与支払台帳の写等）を提出すること。  



 

 

第１２号様式（第１４条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（又は名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

 平成２０年度青森県建設業者等新分野事業拡大支援事業補助金交付要綱第１４条

第１項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（県が確定額通知書により通知した額）           円 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（Ａ） 

                                   円 

３ 消費税及び地方消費税の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額（Ｂ）                         円 

４ 補助金返還相当額（Ｂ－Ａ）                    円 

 

 

（備考） 

（１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

（２）課税事業者の場合であっても、単純に補助金の５％相当額が消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額による減額等の対象額ではないので留意するこ

と。 

（３）補助事業の遂行に伴い課税売上が発生する場合には、消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額とする。 


